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保
育
料
の
第
二
子
以
降
完
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無
償
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に
対
す
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関
す
る
質
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主
意
書 

 

全
て
の
就
学
前
教
育
・
保
育
の
無
償
化
を
推
進
す
る
た
め
、
保
育
料
の
第
二
子
以
降
完
全
無
償
化
等
に
対
す
る
支
援
に
関
し

て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

全
て
の
就
学
前
教
育
・
保
育
の
無
償
化
を
推
進
す
る
た
め
、
政
府
の
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
で
は
〇
歳
か
ら
二
歳
の

子
ど
も
の
い
る
家
庭
に
つ
い
て
は
住
民
税
非
課
税
世
帯
だ
け
が
無
償
化
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、
全
て
の
〇
歳
か
ら
二
歳

の
子
ど
も
が
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
対
象
と
す
る
た
め
に
所
得
制
限
を
な
く
す
な
ど
、
政
府
に
お
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
の
認
識
と
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

全
て
の
〇
歳
か
ら
二
歳
の
子
ど
も
が
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
対
象
と
す
る
た
め
に
、
北
九
州
市
で
は
、
令
和
五
年

十
二
月
か
ら
保
育
料
の
第
二
子
以
降
完
全
無
償
化
を
実
施
し
て
い
る
が
、
恒
久
的
な
財
源
を
市
費
で
賄
う
に
は
財
政
負
担
が

非
常
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
恒
久
的
な
財
源
を
確
保
す
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
と
考
え
る
。

政
府
の
認
識
と
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


